
物品供給等契約案件における随意契約結果について（特名随意契約）２月分

No. 案　件　名　称 物品種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
令和３年度　全有機炭素計　ほか３点
修繕

修繕
株式会社島津アクセス　大
阪支店

¥5,797,000 令和４年２月８日
地方公営企業法施行令

第21条の14
第１項第２号

Ｇ３ -

https://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000025/25581/zuikeiriyuu.pdf#
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000025/25581/zuikeiriyuu.pdf#


              

                        

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和３年度 全有機炭素計 ほか３点 修繕 

 

２ 契約の相手方 

 株式会社島津アクセス大阪支店 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、全有機炭素計、分光光度計、ポストカラム-イオンクロマトグラフ分析

計及びシアン用ポストカラム－イオンクロマトグラフ分析計（株式会社島津製作所

製）の部品交換、各部の清掃及び調整を行い、機能回復を図るものです。 

当該機器は、水道水質検査等に使う極めて高い精度が要求される装置であり、

本装置専用に成型及び加工され、一般に販売されていない精密部品を使用し、本

装置特有の技術仕様に基づいて製造されたものです。 

また、業務の履行にあたり、一般に販売されていない専用の精密部品の調達及

び本装置特有の技術仕様に関する知識が必要不可欠です。 

よって、本業務後の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のは株式会社島津製作所から保守点検・修繕業務を移管されている、株式会社島津

アクセス大阪支店が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部水質試験所豊野分室（電話番号０７２－８２５－４７１０） 


